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議案第 １５号

令和５年度邑楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

令和５年度邑楽町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０９５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ４０２，６６０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、｢第１表

歳入歳出予算補正｣による。

令和６年３月５日 提出

邑楽町長 橋本 光規
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款 補  正  額 計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

（単位：千円）歳 入

項 補 正 前 の 額

後期高齢者医療保険料1 311,822 △1,105 310,717

1 311,822 △1,105 310,717後期高齢者医療保険料

繰入金2 89,816 △146 89,670

1 89,816 △146 89,670一般会計繰入金

諸収入3 612 156 768

1 2 96 98延滞金、加算金及び過料

2 230 60 290償還金及び還付加算金

402,660歳              入              合              計 403,755 △1,095
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補  正  額 計款

（単位：千円）歳 出

項 補 正 前 の 額

総務費1 1,491 △146 1,345

総務管理費1 399 △79 320

徴収費2 1,092 △67 1,025

後期高齢者医療広域連合納付金2 399,606 △1,009 398,597

後期高齢者医療広域連合納付金1 399,606 △1,009 398,597

諸支出金3 1,658 60 1,718

償還金及び還付加算金1 230 60 290

402,660歳              出              合              計 403,755 △1,095
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令和５年度

邑 楽 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計　5



款 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書１　総　括
（単位：千円）歳 入

補 正 前 の 額 補  正  額

1 後期高齢者医療保険料 △1,105 310,717311,822

2 繰入金 △146 89,67089,816

3 諸収入 156 768612

歳     入     合     計 403,755 △1,095 402,660
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地 方 債

補正前の額 計補 正 額款

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

歳 出

1 △146 1,3451,491 △146総務費

2 △1,009 398,597399,606 △1,009後期高齢者医療広域連合納付金

3 60 1,7181,658 60諸支出金

歳     出     合     計 403,755 △1,095 402,660 △1,095
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２　歳　入

後期高齢者医療特別会計

1  後期高齢者医療保険料

（単位：千円）後期高齢者医療保険料1後期高齢者医療保険料（款） 1 （項）

補 正 額 説    明
金   額区   分

節
計補正前の額目

5,901特別徴収保険料15,901特別徴収保険料1 194,893188,992 5,901特別徴収保険料

△6,446現年度分1△7,006普通徴収保険料2 115,824122,830 △6,446現年度分

△560滞納繰越分2 △560滞納繰越分

310,717△1,105311,822計

一般会計繰入金（項） 1繰入金（款） 2

△146事務費繰入金1△146事務費繰入金1 17,09717,243 △146事務費繰入金

89,670△14689,816計

延滞金、加算金及び過料（項） 1諸収入（款） 3

96延滞金196延滞金1 971 96延滞金

98962計

償還金及び還付加算金（項） 2諸収入（款） 3

60保険料還付金160保険料還付金1 260200 60保険料還付金

29060230計
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３　歳　出

後期高齢者医療特別会計

1  総務費

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1一般管理 399 △79 320 △79 10需用費 △21 ○一般経費 △79

費     消耗品代 △21

11役務費 △58     郵送料 △58

計 399 △79 320 △79

（款） 1 総務費 （項） 2 徴収費

1徴収費 1,092 △67 1,025 △67 10需用費 △43 ○賦課徴収事業 △67

    保険料通知（普徴）用紙代 △43

11役務費 △16     コンビニ収納事務手数料 △16

    保険料収納処理委託料 △8

12委託料 △8

計 1,092 △67 1,025 △67

（款） 2 後期高齢者医療広域連合納付金 （項） 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高齢 399,606 △1,009 398,597 △1,009 18負担金､補助 △1,009 ○後期高齢者医療広域連合納付金 △1,009

者医療広 及び交付金     保険料等負担金 △1,009

域連合納

付金

計 399,606 △1,009 398,597 △1,009

（款） 3 諸支出金 （項） 1 償還金及び還付加算金

1保険料還 200 60 260 60 22償還金､利子 60 ○保険料還付金 60

付金 及び割引料     保険料還付金 60

計 230 60 290 60
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